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五
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一
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一
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よ
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す
る
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指
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別
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該
当
条
項

�����

晋
遊
社
ム
ッ
ク

｢

黄
金
の
Ｇ
Ｔ
宝｣

V
ol.3

六
三
四
二
六
―
六
四

晋
遊
社

書
籍

青
森
県
青
少
年

健
全
育
成
条
例

第
十
二
条
第
一

項
第
一
号
該
当

�����

月
刊
裏
モ
ノJA

PA
N

八
月
号

〇
一
八
〇
五
―
八

鉄
人
社

����	

Y
oung

Love
C
om
ic
A
Y
A

七
月
号

一
八
八
一
五
―
〇
七

宙
出
版

����


コ
ミ
ッ
ク
ア
ク
ア

八
月
号

一
三
八
〇
三
―
〇
八

オ
ー
ク
ラ
出
版

�����

ナ
ッ
ク
ル
ズ
Ｅ
Ｘ

八
月
号

一
六
八
〇
九
―
八

ミ
リ
オ
ン
出
版

���	�

boys
on
the
run

【
ボ
ー
イ
ズ
オ
ン
ザ
ラ
ン
】

G
-m
ook-24

六
二
九
一
一
―
二
四

ジ
ー
ウ
ォ
ー
ク

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事
業
者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を

行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

特
定
非
営
利

活
動
法
人
大

一
朝
日
・
サ

ポ
ー
ト

青
森
市
橋
本
三
丁

目
二
○
の
一
四

就
労
継
続

支
援
Ｂ
型

就
労
継
続
支

援

｢

Ｂ
型｣

事
業
所

｢

サ

ン
ジ
ャ
ラ
ッ

ト｣

青
森
市
橋
本
三
丁

目
二
○
の
一
四

平
成

��

･

	･

�

平
成
二
十
一
年

七
月
二
十
一
日

(

火
曜
日)

第
三
千
百
十
二
号



( )

計
量
法

(

平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号)

第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定

計
量
器
の
定
期
検
査
を
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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実

施

期

日

実

施

場

所

検
査
対

象
区
域

午
前
十
一
時

か
ら

八
月
二
十
四
日

正

午

ま
で

午
後

一
時

か
ら

〃

午
後

三
時

ま
で

六
戸
町
役
場
車
庫

午
前

九
時
三
十
分
か
ら

八
月
二
十
五
日

正

午

ま
で

お
い
ら
せ
農
業
協
同
組
合
七
百
出

張
所

六
戸
町

午
前

十
時
三
十
分
か
ら

八
月
二
十
七
日

午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

南
地
区
交
流
セ
ン
タ
ー

横
浜
町

午
後

一
時
三
十
分
か
ら

〃

午
後

二
時
三
十
分
ま
で

ト
ラ
ベ
ル
プ
ラ
ザ
サ
ン
シ
ャ
イ
ン

午
前

十
時
三
十
分
か
ら

八
月
二
十
八
日

正

午

ま
で

午
後

一
時

か
ら

〃

午
後

二
時

ま
で

横
浜
町
役
場
前

午
前
十
一
時

か
ら

九
月
一
日

正

午

ま
で

二
川
目
地
区
生
活
会
館

お
い
ら

せ
町

午
後

一
時
三
十
分
か
ら

〃

午
後

三
時

ま
で

十
和
田
お
い
ら
せ
農
業
協
同
組
合

も
も
い
し
支
店
一
川
目
事
業
所

午
前

九
時

か
ら

九
月
二
日

午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

お
い
ら
せ
町
役
場
分
庁
舎
第
二
駐

車
場

午
後

一
時

か
ら

〃

午
後

三
時

ま
で

〃

本
庁
舎
裏
車
庫

午
前

九
時
三
十
分
か
ら

九
月
三
日

午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

十
和
田
お
い
ら
せ
農
業
協
同
組
合

下
田
支
店
野
菜
セ
ン
タ
ー

午
前

十
時
三
十
分
か
ら

九
月
七
日

正

午

ま
で

大
浦
地
区
学
習
等
供
用
セ
ン
タ
ー

午
前

十
時
三
十
分
か
ら

九
月
八
日

正

午

ま
で

午
後

一
時

か
ら

〃

午
後

二
時

ま
で

東
北
町

午
前

十
時
三
十
分
か
ら

九
月
九
日

正

午

ま
で

東
北
町
役
場
本
庁
舎
裏
車
庫

午
後

一
時

か
ら

〃

午
後

二
時

ま
で

午
前

十
時
三
十
分
か
ら

九
月
十
五
日

正

午

ま
で

午
後

一
時

か
ら

〃

午
後

三
時

ま
で

と
う
ほ
く
天
間
農
業
協
同
組
合

坪
地
区
倉
庫

七
戸
町

午
前

十
時
三
十
分
か
ら

九
月
十
六
日

午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

榎
林
集
会
所

午
後

一
時

か
ら

〃

午
後

二
時
三
十
分
ま
で

七
戸
町
役
場
裏
車
庫

午
前

十
時
三
十
分
か
ら

九
月
十
七
日

正

午

ま
で

午
後

一
時

か
ら

〃

午
後

二
時
三
十
分
ま
で

午
後

一
時

か
ら

九
月
二
十
四
日

午
後

二
時

ま
で

北
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

東
北
町

午
前

十
時
三
十
分
か
ら

九
月
二
十
五
日

午
前
十
一
時

ま
で

千
曳
地
区
学
習
等
供
用
セ
ン
タ
ー

午
後

一
時

か
ら

〃

午
後

二
時
三
十
分
ま
で

中
央
公
民
館

午
前

十
時
三
十
分
か
ら

九
月
二
十
八
日

午
前
十
一
時

ま
で

荒
屋
平
精
米
所

七
戸
町

午
後

一
時
三
十
分
か
ら

〃

午
後

二
時

ま
で

山
谷
栄
助
精
米
所

午
前

十
時
三
十
分
か
ら

九
月
二
十
九
日

正

午

ま
で

七
戸
庁
舎
車
庫

午
後

一
時

か
ら

〃

午
後

二
時
三
十
分
ま
で

午
前

十
時
三
十
分
か
ら

九
月
三
十
日

正

午

ま
で

午
後

一
時

か
ら

〃

午
後

二
時
三
十
分
ま
で



( )

青
森
県
告
示
第
四
百
九
十
六
号

青
森
県
水
族
館
条
例(

昭
和
五
十
八
年
三
月
青
森
県
条
例
第
三
号)

別
表
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、

青
森
県
営
浅
虫
水
族
館
の
食
堂
施
設
の
使
用
料
の
額
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

年
額

九
十
五
万
七
千
五
百
円

た
だ
し
、
利
用
期
間
が
一
年
に
満
た
な
い
と
き
、
又
は
利
用
期
間
に
一
年
に
満
た
な
い
端
数
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
全
期
間
又
は
端
数
部
分
に
つ
い
て
日
割
で
計
算
し
て
得
た
額
と
す
る
。

青
森
県
告
示
第
四
百
九
十
七
号

家
畜
改
良
増
殖
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号)

第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
家
畜

人
工
授
精
に
関
す
る
講
習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
の
で
、
青
森
県
家
畜
人
工
授
精
講
習
会
等
開

催
要
綱

(

昭
和
五
十
六
年
十
二
月
青
森
県
告
示
第
千
五
十
七
号)

第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

開
催
期
間

平
成
二
十
一
年
九
月
七
日
か
ら
同
年
十
月
八
日
ま
で

(

土
曜
日
及
び
日
曜
日
並
び
に
祝
日
を
除

く
。)

二

開
催
場
所

青
森
県
営
農
大
学
校(

上
北
郡
七
戸
町)

及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
青
森
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー

畜
産
研
究
所

(

上
北
郡
野
辺
地
町)

三

講
習
人
員

三
十
人
以
内

四

対
象
家
畜

牛

五

受
講
申
請
手
続

受
講
希
望
者
は
、
受
講
願
書
に
関
係
書
類
を
添
え
て
平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
四
日
ま
で
に
所

管
の
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
家
畜
保
健
衛
生
所
長
に
提
出
す
る
こ
と
。

六

そ
の
他

１

受
講
願
書
の
用
紙
は
、
青
森
県
農
林
水
産
部
畜
産
課
、
所
管
の
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産

部
家
畜
保
健
衛
生
所
で
交
付
す
る
。

２

そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
、
青
森
県
農
林
水
産
部
畜
産
課
、
所
管
の
地
域
県
民
局
地
域
農
林

水
産
部
家
畜
保
健
衛
生
所
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

公

告
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午
前

十
時
三
十
分
か
ら

十
月
五
日

午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

千
歳
平
地
区
公
民
館

六
ケ
所

村

午
後

一
時

か
ら

〃

午
後

二
時
三
十
分
ま
で

倉
内
地
区
集
会
所

午
前
十
一
時

か
ら

十
月
六
日

正

午

ま
で

六
ケ
所
村
役
場
平
沼
支
所

午
後

一
時
三
十
分
か
ら

〃

午
後

二
時
三
十
分
ま
で

旧
室
ノ
久
保
中
学
校

午
前

九
時
三
十
分
か
ら

十
月
七
日

午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

泊
地
区
公
民
館

午
後

一
時

か
ら

〃

午
後

二
時
三
十
分
ま
で

中
央
公
民
館

午
後

一
時
三
十
分
か
ら

十
月
十
四
日

午
後

三
時

ま
で

馬
門
公
民
館

野
辺
地

町

午
前

十
時
三
十
分
か
ら

十
月
十
五
日

正

午

ま
で

町
立
体
育
館

午
後

一
時

か
ら

〃

午
後

三
時

ま
で

午
前

十
時
三
十
分
か
ら

十
月
十
六
日

正

午

ま
で

午
後

一
時

か
ら

〃

午
後

二
時
三
十
分
ま
で



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
丸
武
工
藤
建
設

二

代
表
者
の
氏
名

工
藤

信
敏

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
石
江
字
平
山
二
の
九
四

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(
般
―
一
九)

第
四
三
三
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
一
年
六
月
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
と
び
・
土
工
、
石
、
鋼
構
造
物
、
ほ
装
、
し
ゅ
ん
せ
つ
、
塗
装
、
水
道
施
設
工
事
業
に

係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
一
年
五
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
イ
ワ
サ
キ
グ
ル
ー
プ

二

代
表
者
の
氏
名

岩
崎

一
生

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
浪
岡
大
字
女
鹿
沢
字
西
富
田
一
一
二
の
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
六)

第
二
〇
〇
二
三
八
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
一
年
六
月
九
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

大
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。
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